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第77回
定時株主総会
招集ご通知

2026年６月25日（木曜日）
午前10時

東京都港区三田三丁目５番19号
住友不動産東京三田ガーデンタワー２階
ベルサール三田ガーデン Room B・C

第１号議案 取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）６
名選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役
３名選任の件

第３号議案 補欠監査等委員である
取締役１名選任の件

開催日時

開催場所

議案

証券コード：9367



株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼
申し上げます。

第77回定時株主総会を6月25日に開催いたしますので、
ここに招集ご通知をお届けいたします。

株主の皆様におかれましては、変わらぬご支援とご協力
を賜りますようお願い申し上げます 。

代表取締役社長

株主の皆様へ

コーポレートフィロソフィー

「ありがとう」にありがとう
わたしたちはお客様からの「ありがとう」を目指します。

半世紀以上に亘り日本の貿易を支える物流パイオニアとして培ってきた実績を礎に、
誠意と意欲をもってお客様に最適なサービスを提供いたします。

冷凍・冷蔵食品の通関は全国トップレベル、また他の分野でも幅広い取扱実績を持っています。
あらゆるノウハウを駆使してお客様に満足いただけるサポートを尽くします。

お客様からいただく「ありがとう」がわたしたちのエネルギー源です。
わたしたちは心からの「ありがとう」を得るべく頑張ります。
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（証券コード9367）
2026年６月３日

（電子提供措置の開始日2026年６月１日）
株 主 各 位

東京都港区芝浦四丁目２番８号

代表取締役社長 曽 根 好 貞

第77回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第77回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し

上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下

記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト
https://www.daito-koun.co.jp/ir/ir_library/materials/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
以下の東証ウェブサイトにアクセスし、銘柄名（大東港運）又は証券コード
（9367）をご入力のうえ検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択してご確
認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席願えない場合は、同封の議決権行使書用紙のご郵送またはインターネットに
よる議決権行使をお願いいたします。お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類
をご検討いただき、４ページから５ページの「議決権行使についてのご案内」をご参照のうえ、
2026年６月24日（水曜日）午後５時15分までに議決権を行使してくださいますようお願い申
し上げます。

敬 具
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記
1. 日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時

2. 場 所 東京都港区三田三丁目５番19号
住友不動産東京三田ガーデンタワー２階 ベルサール三田ガーデン RoomB・C
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目 的 事 項
報告事項 1. 第77期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結

計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結
果報告の件

2. 第77期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第３号議案 補欠監査等委員である取締役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し
上げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎ なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていた
だきます。

◎ 電子提供措置事項のうち、【事業報告】会社役員に関する事項、責任限定契約の内容の概要、役員等賠償責任
保険契約の内容の概要、社外役員に関する事項、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運
用状況の概要、会社の支配に関する基本方針、会計監査人の状況、【連結計算書類】連結株主資本等変動計算
書、連結注記表【計算書類】株主資本等変動計算書、個別注記表につきましては、法令及び当社定款第14条
に基づき、本招集ご通知２頁に記載の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにのみ掲載しておりますので、
本招集ご通知には記載しておりません。なお、当該書類は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会
計監査人が監査をした書類の一部であります。
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議決権行使についてのご案内
事前行使のご案内

当日ご出席の場合インターネットによる
議決権行使の場合

郵送により議決権を
行使する場合

議決権行使サイトをご利用いただ
き【インターネットによる議決権
行使のご案内】をご参照のうえ、
賛否をご入力ください。

同封の議決権行使書用紙に賛否を
ご表示いただき、ご返送くださ
い。議決権行使書面において、議
案に賛否の表示がない場合は、賛
成の意思表示をされたものとして
取り扱わせていただきます。

同封の議決権行使書用紙を会場受
付にご提出ください。

行 使 期 限 行 使 期 限 株主総会開催日時

2026年６月24日（水曜日）
午後５時15分締切

2026年６月24日（水曜日）
午後５時15分到着

2026年６月25日（木曜日）
午前10時

●複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い
（1）書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容

を有効として取り扱わせていただきます。
（2）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせてい

ただきます。また、パソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内
容を有効とさせていただきます。
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インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットによる議決権行使は、下記の事項をご確認いただきまして、議決権を行使くださいますようお願
い申し上げます。

議決権行使期限 2026年６月24日（水曜日）
午後５時15分締切

議決権行使サイト
https://evote.tr.mufg.jp/

QRコードを読み取る方法 ログインID･仮パスワードを入力する方法
ログインID･仮パスワードを入力することなく、議決
権行使サイトにログインすることができます。
議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読
み取ってください。

以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力くだ
さい。

議決権行使サイトにアクセスして議決権行使書用
紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワー
ド」を入力。

以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力くだ
さい。

ご注意事項
※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、通信料金等）は、株主様の
ご負担となります。
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

システム等に関するお問い合わせ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 0120−173−027（通話料無料）（受付時間 午前９時から午後９時まで）
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議案および参考事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（６名）は、本

定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番号 氏名 性別 現在の当社における地位 取締役会出席回数

１ そ ね よし さだ

曽 根 好 貞 再 任 男性 代表取締役社長 10回／11回
（91％）

２ おぎ の てつ じ

荻 野 哲 司 再 任 男性 代表取締役副社長 11回／11回
（100％）

３ い ぐし のぼる

伊 串 昇 再 任 男性 常務取締役 11回／11回
（100％）

４ に へい あき お

二 瓶 昭 夫 再 任 男性 取締役 ９回／９回
（100％）

５ おか じま あつ こ

岡 島 敦 子
再 任
社 外
独 立

女性 社外取締役 11回／11回
（100％）

６ ます た よし き
増 田 賢 紀

再 任
社 外

男性 社外取締役 11回／11回
（100％）

※取締役候補者の二瓶昭夫氏の取締役会出席回数は、取締役就任後開催の回数となります。
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候補者番号 １
そ ね よ し さ だ

曽根 好貞（1959年10月４日生）
再 任

所有する当社普通株式数
340,838株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年４ 月 当社入社
1994年６ 月 当社取締役
1997年４ 月 当社常務取締役
1998年６ 月 当社代表取締役副社長
1999年６ 月 当社代表取締役社長
2009年６ 月 当社代表取締役社長 内部監査室担当

2010年12月 当社代表取締役社長 通関総括管
理室、法令監査室担当

2012年６ 月 当社代表取締役社長 内部監査室、
法令監査室、通関総括管理室

2015年６ 月 当社代表取締役社長 通関総括管理室
2021年６ 月 当社代表取締役社長

現在に至る

取締役候補者とした理由
曽根好貞氏は、1999年以来当社の代表取締役社長を務めており、グループ全体を牽引してきた

実績と、経営者としての豊富な経験・見識を有しており、当社グループ経営の推進に適任であると
判断し、引き続き、グループを代表する取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 ２
お ぎ の て つ じ

荻野 哲司（1956年７月１日生）
再 任

所有する当社普通株式数
112,301株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1979年４ 月 株式会社三菱銀行（現株式会社三

菱ＵＦＪ銀行）入行
2009年４ 月 当社入社、社長室長
2009年６ 月 当社取締役 管理部担当兼社長室

長
2010年７ 月 当社取締役 管理部門管掌兼執行

役員管理部、経理部担当兼社長室
長

2011年６ 月 当社常務取締役 管理部門
2014年６ 月 当社常務取締役 管理部門、内部

監査室、通関第一部、通関第二
部、食品輸入相談室

2018年６ 月 当社専務取締役 社長補佐、内部
監査室、管理部門、通関部門

2021年６ 月 当社取締役副社長 社長補佐、通
関総括管理室、内部監査室、管理
部門

2022年６ 月 当社取締役副社長 社長補佐、通
関総括管理室、内部監査室、管理
部門、川崎支店、京葉支店

2023年６ 月 当社代表取締役副社長 社長補佐、
通関総括管理室、内部監査室、管
理部門、川崎支店、京葉支店
現在に至る

取締役候補者とした理由
荻野哲司氏は、社長の補佐をしながら当社管理部門ならびに通関総括管理室の責任者を務めるな

ど、経営管理および経理財務の豊富な経験・実績・見識を有しているとともに当社主業である通関
業務にも精通しており、当社グループの経営の重要事項の決定を行うのに適任であると判断し、引
き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号 ３
い ぐ し のぼる

伊串 昇（1967年10月30日生）
再 任

所有する当社普通株式数
30,555株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1988年４ 月 当社入社
2012年６ 月 当社総合企画部長
2015年７ 月 当社執行役員 総合企画部長
2017年７ 月 当社上席執行役員 経理部担当、

総合企画部長
2018年７ 月 当社上席執行役員 流通営業部、

業務部担当

2019年６ 月 当社取締役 流通営業部、業務部、
通関第一部、通関第二部

2021年６ 月 当社取締役 流通営業部、業務部、
通関部門

2021年11月 当社取締役 流通営業部、業務部、
通関部門、横浜支店

2022年６ 月 当社常務取締役 流通営業部、業
務部、通関部門、横浜支店
現在に至る

取締役候補者とした理由
伊串昇氏は、長年の管理部門・オペレーション部門での経験をもとに、計数管理を視野に入れな

がら、現場との対話を通じた業務基盤の強化を推進することに適任であると判断し、引き続き取締
役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 ４
に へ い あ き お

二瓶 昭夫（1967年１月31日生）
再 任

所有する当社普通株式数
7,779株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989年４ 月 当社入社
2010年７ 月 当社営業第六部長
2013年４ 月 当社営業第四部長
2016年７ 月 当社執行役員 営業第三部担当、

営業第四部長
2020年７ 月 当社上席執行役員 営業第三部、

営業第四部担当、営業推進室長

2022年７ 月 当社常務執行役員 営業部門担
当、営業推進室長

2023年７ 月 当社常務執行役員 大阪支店、神
戸営業所、福岡営業所担当

2025年５ 月 当社常務執行役員 営業部門、大
阪支店、神戸営業所、福岡営業所
担当

2025年６ 月 当社取締役 営業部門、大阪支
店、神戸営業所、福岡営業所
現在に至る

取締役候補者とした理由
二瓶昭夫氏は、営業部門において豊富な経験と見識を有しております。また、海外での経験も豊

富であり、当社の営業力強化に適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするもの
であります。
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候補者番号 ５
お か じ ま あ つ こ

岡島 敦子（1954年10月15日生）
社 外 独 立 再 任

所有する当社普通株式数
1,000株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1977年４ 月 農林水産省入省
2003年７ 月 農林水産省大臣審議官（消費・安

全局）
2004年７ 月 厚生労働省大臣審議官（消費・安

全局）
2006年７ 月 埼玉県副知事
2009年７ 月 内閣府男女共同参画局長（2012

年9月まで）
2013年４ 月 内閣府情報公開・個人情報保護審

査会委員
（2019年3月退任）

2020年６ 月 ハウス食品グループ本社株式会社
社外監査役

2020年７ 月 株式会社極洋非常勤顧問(2024年
12月退任）

2021年６ 月 当社取締役
ハウス食品グループ本社株式会社
社外取締役（監査等委員）

2025年６ 月 MS＆ADインシュアランスグルー
プホールディングス株式会社社外
取締役
現在に至る

【重要な兼職の状況】
● ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役（監査等委員）
● MS＆ADインシュアランスグループホールディングス株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
岡島敦子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。
同氏は、食に関する豊富な経験と知識ならびに農林水産省、厚生労働省、埼玉県副知事、内閣府

男女共同参画局長、内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員として培われた政策運営の幅広い経
験や知見を活かし、経営判断および経営リスクマネジメントに関する適切な助言・監督を期待して
おります。また、任意の指名委員会（取締役等の指名）及び報酬委員会の委員を務めており、経営
陣の監督など重要な役割を果たしていただきたいため、引き続き社外取締役として選任をお願いす
るものであります。
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候補者番号 ６
ま す た よ し き

増田 賢紀（1962年12月８日生）
社 外 再 任

所有する当社普通株式数
ー 株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1986年４ 月 株式会社神戸製鋼所入社
2010年４ 月 同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所工

程・調達部長
2015年４ 月 同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所副

所長
2016年４ 月 同社鉄鋼事業部門技術総括部長
2017年４ 月 神鋼物流株式会社 役員補佐

（現 株式会社コベルコロジステ
ィクス）

2017年６ 月 同社取締役 総務部、人事労政部、
経営企画部、安全衛生部の担当、
コンプライアンスの担当

2019年６ 月 同社常務取締役 鋼材製品本部長、
同本部鋼材営業室、人事労政部、
経営企画部、神戸発電物流グルー
プの担当、経営企画部長

2020年６ 月 同社常務取締役 生産物流本部長、
人事労政部、経営企画部、鉄鋼業
務管理センターの担当

2022年６ 月 同社常務取締役 生産物流本部長、
総務部、人事労政部、鉄鋼業務管
理センターの担当、コンプライア
ンスの担当

2023年６ 月 当社取締役
現在に至る

【重要な兼職の状況】
● 株式会社コベルコロジスティクス常務取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
増田賢紀氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。
同氏は、株式会社神戸製鋼所および当社取引先である株式会社コベルコロジスティクスでの経営

に関する豊富な経験と幅広い見識を有されております。当社の経営判断および経営監督の妥当性、
適法性の確保等、有効・適切な助言・監督を期待しております。また、任意の指名委員会（取締役
等の指名）及び報酬委員会の委員を務めております。自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を
促し中長期的な企業価値の向上を図る助言を行うなど重要な役割を果たしていただきたいため、引
き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

（注） 1. 岡島敦子、増田賢紀の両氏は社外取締役候補者であります。
なお、当社は岡島敦子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており
ます。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 当社は岡島敦子、増田賢紀の両氏との間で、当社の定款および会社法第427条第１項の規定に基づ
き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認さ
れた場合、当社は両氏との間で上記の責任限定契約を継続する予定であります。

3. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、各候補者は、当該保険契約の被保険
者となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

4. 増田賢紀氏は株式会社コベルコロジスティクスの常務取締役を兼務しております。
株式会社コベルコロジスティクスと当社との間には、運送料、構内作業料等の収入および事務所賃
借料の支払いについて取引関係にあります。

5. 岡島敦子氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって５年となります。
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6. 増田賢紀氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって３年となります。
7. その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

なお、会社法施行規則第74条に定める、取締役の選任に関する議案に記載すべき事項につきまして
は、上記の他に特記すべき事項はありません。

【参考】当定時株主総会後の取締役の専門性と経験（スキルマトリックス）

氏名 曽根 好貞 荻野 哲司 伊串 昇 二瓶 昭夫 岡島 敦子 増田 賢紀

当社における地位 代表取締役
社 長

代表取締役
副 社 長 常務取締役 取締役 社外取締役 社外取締役

在任年数 32 17 7 １ 5 3

企業経営 〇 〇 〇 〇 〇

営業 〇 〇

財務会計 〇 〇 〇
法務・
リスク管理 〇 〇 〇 〇

オペレーション 〇

業界の知見 〇 〇 〇

海外の知見 〇 〇

行政・ジェンダー 〇 〇
指名委員会
（任意） 〇 〇 〇 〇
報酬委員会
（任意） 〇 〇 〇 〇
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第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員（３名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま

す。
つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案に

つきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏名 性別 現在の当社に

おける地位
取締役会
出席回数

監査等委員会
出席回数

１ くさ か べ ただし

日 下 部 正 再 任 男性 取締役
監査等委員長

11回／11回
（100％）

９回／９回
（100％）

２ かま た えい じ ろう

鎌 田 栄 次 郎
再 任
独 立
社 外

男性 社外取締役
監査等委員

10回／11回
（91％）

12回／13回
（92％）

３ まつ だ りゅう た

松 田 竜 太
再 任
独 立
社 外

男性 社外取締役
監査等委員

11回／11回
（100％）

13回／13回
（100％）

※監査等委員である取締役候補者の日下部正氏の監査等委員会出席回数は、監査等委員である取締役
就任後開催の回数となります。
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候補者番号 １
く さ か べ ただし

日下部 正（1956年12月５日生） 再 任

所有する当社普通株式数
79,110株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1975年12月 ダイトウマリタイムエージェンシ

ー株式会社入社
1986年11月 当社転籍
2008年４ 月 当社営業第二部長
2010年７ 月 当社執行役員 営業第一部担当、

営業第二部長
2011年６ 月 当社執行役員 営業第一部担当、

営業第二部長・営業第三部長
2012年７ 月 当社執行役員 営業第一部、営業

第二部、営業第三部、営業第四部
担当、営業第三部長

2013年６ 月 当社取締役 営業第一部、営業第
二部、営業第三部

2015年６ 月 当社取締役 営業部門
2016年６ 月 当社常務取締役 営業部門
2020年６ 月 当社専務取締役 営業部門
2022年６ 月 当社専務取締役 営業部門、大阪

支店、神戸営業所、福岡営業所
2025年６ 月 当社監査等委員である取締役

監査等委員長（常勤）
現在に至る

取締役候補者とした理由
日下部正氏は、企業経営、営業部門において豊富な経験と見識を有しております。かかる幅広い

経験を活かし、業務執行の適法性、内部監査室との連携をもとに当社健全性の確保に貢献いただけ
ると判断し、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号 ２
か ま た え い じ ろう

鎌田 栄次郎（1950年5月23日生）
社 外 独 立 再 任

所有する当社普通株式数
− 株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1973年４ 月 株式会社第一勧業銀行

（現株式会社みずほ銀行）入行
1996年４ 月 同行新松戸支店長
1999年９ 月 同行人事室企画調査役
2002年４ 月 株式会社みずほ銀行三ノ輪駅前支店長
2003年８ 月 信用管理サービス株式会社（転

籍）常務取締役総務部長

2006年４ 月 みずほ教育福祉財団常務理事
2014年５ 月 同財団を退団
2014年６ 月 当社監査役
2015年５ 月 株式会社マルゼン社外取締役就任

（2019年５月退任）
2022年６ 月 当社監査等委員である取締役

現在に至る

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
鎌田栄次郎氏は、銀行業務を歴任されており財務面において高い見識を有しております。独立性

が高く、任意の指名委員会（取締役等の指名）及び報酬委員会の委員長を務めており、監査体制を
さらに強化していただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願い
するものであります。
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候補者番号 ３
ま つ だ りゅう た

松田 竜太（1972年５月26日生）
社 外 独 立 再 任

所有する当社普通株式数
− 株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1997年３ 月 一橋大学法学部卒業
1999年４ 月 弁護士登録（51期）

小野孝男法律事務所入所
（現弁護士法人小野総合法律事務所）

2016年９ 月 同法律事務所社員（パートナー）就任
2019年６ 月 当社監査役
2022年６ 月 当社監査等委員である取締役

現在に至る

【重要な兼職の状況】
● 弁護士法人小野総合法律事務所社員（パートナー）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
松田竜太氏は、直接企業経営に関与されたことはありませんが、弁護士として法務に関する幅広

い見識を有しており、法律の専門家として客観的な立場から当社の監査業務に活躍いただくことを
期待しております。また、任意の指名委員会（取締役等の指名）及び報酬委員会の委員を務めてお
り、当社の企業価値向上に必要な人材と判断し、引き続き監査等委員である社外取締役として選任
をお願いするものであります。

（注） 1. 当社は、松田竜太氏が所属している弁護士法人小野総合法律事務所との間に顧問契約を締結してお
ります。その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 鎌田栄次郎、松田竜太の両氏は、社外取締役候補者であります。
なお、当社は鎌田栄次郎、松田竜太の両氏を東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所
に届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として同取引所に届け
出る予定です。

3. 当社は、鎌田栄次郎、松田竜太の両氏との間で当社の定款および会社法第427条第１項の規定に基
づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認
された場合、当社は両氏との間で上記の責任限定契約を継続する予定であります。

4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、各候補者は、当該保険契約の被保険
者となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

5. 鎌田栄次郎氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって４年となります。
6. 松田竜太氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって４年となります。

なお、会社法施行規則第74条の３に定める、監査等委員である取締役の選任に関する議案に記載す
べき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。
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【参考】当定時株主総会後の監査等委員である取締役の専門性と経験（スキルマトリックス）

氏名 日下部 正 鎌田栄次郎 松田 竜太

当社における地位 取締役
監査等委員長

社外取締役
監査等委員

社外取締役
監査等委員

在任年数 １ ４ ４

企業経営 〇 〇 〇

営業 〇

財務会計 〇
法務・
リスク管理 〇

オペレーション

業界の知見

海外の知見 〇

行政・ジェンダー
指名委員会
（任意） 〇 〇
報酬委員会
（任意） 〇 〇



株主総会参考書類

― 16 ―

第３号議案 補欠監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等

委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案につきましては、監査等委
員会の同意を得ております。なお、本議案の選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意
のうえ、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
ふ く やま い ぶ き

福山 伊吹（1968年10月11日生）
社 外 新 任

所有する当社普通株式数
ー 株

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1991年４ 月 伊藤忠商事株式会社入社
1997年11月 公認会計士準会員 中央監査法人

東京事務所入所
2001年７ 月 公認会計士登録
2006年 8 月 新日本監査法人へ移籍

（現EY新日本有限責任監査法人）

2021年９ 月 監査法人アヴァンティア入所
2023年７ 月 同法人パートナー就任

現在に至る

補欠の社外取締役候補者とした理由および期待される役割
福山伊吹氏は、公認会計士として長年にわたり企業の会計監査に従事され、財務・会計に関する

高度な知識と幅広い経験を有しており、その高い見識から適宜・適切な監査を遂行していただくこ
とを期待しております。当社の企業価値向上に必要な人材と判断し、新たに補欠の監査等委員であ
る社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

（注） 1. 福山伊吹氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 同氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 同氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合には、当社の定款および会社法第427条第１

項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定でありま
す。

4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。同氏が監査等委員である社外取
締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

5. 当社は、同氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として、届け出る予定であります。

以 上
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1. 企業集団の現況に関する事項

（1）事業の経過およびその成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、一部に弱めの動きも見られますが緩やかに回復す

る状況となりました。鉱工業生産は横ばい圏内の動きとなっておりますが、企業収益は改善
傾向にあり、設備投資は底堅く推移しました。また個人消費は物価上昇の影響がみられるも
のの、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな増加基調を辿りました。
海外経済についても総じて緩やかな成長が継続しました。米国の政策運営をめぐる不確実

性は強まりましたが、そのような中でも経済活動全般としては堅調に推移しました。中国経
済は不動産市場や労働市場の調整要因により引き続き不透明な状況が継続しています。ロシ
ア・ウクライナ問題の長期化、中東地域をめぐる情勢悪化の要因もありましたが、米国経済
が世界経済を牽引する形で海外経済は緩やかに成長しました。
斯かる環境下、物流業界におきましては、輸出は米国の関税政策の影響はありましたが世

界経済の回復を受けて数量ベースでは微増となりました。輸入についても国内景気の回復に
伴い数量ベースで増加しました。
その中で、食品の輸入が大きな部分を占める当社の取扱いは、生産国物価の上昇、円安環

境の継続、物価上昇による節約ムード等の影響はあるものの、畜産・水産・農産物について
は増加、その他食品及び日用品については減少となりました。また鋼材の国内物流取扱い及
び海外事業・不動産賃貸においては増加、その他（国内子会社）においても増加となりまし
た。
その結果、当連結会計年度における営業収益は、前年同期間比8.2％増の181億32百万円

となり、経常利益は前年同期間比51.7％増の12億39百万円、親会社株主に帰属する当期純
利益は前年同期間比40.9％増の８億69百万円となりました。
このような状況の中、当社グループは「『ありがとう』にありがとう」のコーポレートフ

ィロソフィーの下で、第８次中期経営計画「Be Sustainable」〜サステナブルを目指して
〜 の最終年度を迎え、その各施策一つひとつに取り組むと共に、計画達成に向け受注活動
を堅実に展開してまいりました。合わせて時差出勤やテレワークの推進、それに付随した機
器・システムの導入、RPA化等により、生産性向上に向け取り組みました。
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当期最終年度となった第８次中期経営計画の総括は、以下の通りです。

・持続的価値の拡大
商船三井ロジスティクス株式会社との戦略的提携を活用した新たなサービスを活用
し、お客様に対して「より安全かつ信頼性の高いサービス」を提供することが可能
になりました。

・営業組織力・人財力・IT力の強化
営業活動の活性化によって市場接点の拡大を図るとともに、管理職候補者向けアセ
スメント研修やエンゲージメント・サーベイを活用し、社員の働き甲斐と組織活力
の向上に努めてまいりました。また、生産性向上プロジェクトの活動やIT研修によ
って生産性とITリテラシーの底上げを図りました。さらに本社移転を契機として職
場環境の刷新と円滑なコミュニケーションの促進にもつなげています。

・環境課題・社会課題に配慮した事業推進
オフィシャルスポンサーとなったBリーグ所属のバスケットチームである「アース
フレンズ東京 Z」と連携し、東京都港区で地域貢献活動を行いました。

・グループの成長と発展
連結子会社であるEver Glory Logistics Pte.Ltd.、大東運輸倉庫株式会社で新たに
倉庫物件を取得した他、グループの所有資産の見直しにより、業務拡大を図りまし
た。

その結果、第8次中期経営計画の目標値については、営業収益、営業利益、経常利益、親
会社株主に帰属する当期純利益のすべてにおいて達成することができました。

目標値：営業収益175億円、営業利益 9.2億円、経常利益 10億円、当期純利益6.7億円
実績値：営業収益181億円、営業利益10.9億円、経常利益12.3億円、当期純利益8.6億円



事業報告

16,761

817 617

18,132

1,239
869

16,051

796
534

第75期 第76期 第75期 第76期 第75期 第76期

売上高 経常利益 親会社株主に帰属
する当期純利益

（百万円） （百万円） （百万円）

第77期 第77期 第77期

― 19 ―

セグメント別の営業状況は、次のとおりであります。
［輸出入貨物取扱事業］

輸出入貨物取扱事業は、農畜水産物の増加により、営業収益は前年同期間比6.9％増の
132億21百万円となり、セグメント利益は前年同期間比8.7％増の17億71百万円となりま
した。

［鉄鋼物流事業］
鉄鋼物流事業は、鉄鋼製品の国内需要の増加により、営業収益は前年同期間比4.6％増の

21億39百万円となり、セグメント利益は前年同期間比9.9％増の１億97百万円となりまし
た。

［海外事業］
海外事業は、海外子会社の売上増加により、営業収益は前年同期間比49.2％増の10億34

百万円となり、セグメント利益は69百万円（前連結会計年度はセグメント損失15百万円）
となりました。

［国内不動産賃貸事業］
国内不動産賃貸事業は、賃貸収入の増加により、営業収益は前年同期間比16.7％増の３

億38百万円となり、セグメント利益は前年同期間比6.7％増の１億13百万円となりました。
［その他事業］

その他事業は、国内子会社の売上増加により、営業収益は前年同期間比2.3％増の13億
98百万円となり、セグメント利益は29百万円（前連結会計年度はセグメント損失1億17百
万円）となりました。
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セグメント別売上高
（単位：千円）

区 分

前連結会計年度
（2024

2025
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

当連結会計年度
（2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで） 売上高

増 減
（％）金 額 構成比

（％） 金 額 構成比
（％）

輸 出 入 貨 物 取 扱 事 業 12,364,746 73.8 13,221,038 72.9 6.9
鉄 鋼 物 流 事 業 2,045,904 12.2 2,139,675 11.8 4.6
海 外 事 業 693,356 4.1 1,034,483 5.7 49.2
国 内 不 動 産 賃 貸 事 業 290,311 1.7 338,779 1.9 16.7
そ の 他 事 業 1,367,173 8.2 1,398,129 7.7 2.3

合 計 16,761,492 100.0 18,132,106 100.0 8.2
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（2）対処すべき課題
当社は鉄鋼物流事業で礎を築き、その後は冷凍・冷蔵の輸入食品における海上貨物取扱事

業にも注力して参りました。そしてこの国民生活に欠かせない〝食″の供給についてその責
任の一端を担い続けたことで、移りゆく環境においても社会にとって存在価値のある企業と
して成長し続けることが出来ました。また、グローバル化の進捗が世界の人々との交流と国
内外貨物の物流増加を招き、当社のしっかりとした発展の支えとなりました。
しかしながら、地政学的リスクと金融環境による海外経済の減速、大幅な円安に伴うエネ

ルギー価格や物価の動向は引き続き先行き不透明であり、今後も企業活動においては、幾重
もの辛抱・忍耐を強いられますが、社員一同、厳しい活動環境・経済環境のさまざまな変化
にしっかりと向かって参ります。
そのような姿勢の下、当社グループは「『ありがとう』にありがとう」のコーポレートフ

ィロソフィーに加え、社会環境の変化等に伴う更なる課題を踏まえ、持続的に成長する企業
となるべく「暮らしと産業の未来を支えるロジスティクス・パートナー 〜Stronger
Together〜」を経営ビジョンに掲げた第９次中期経営計画を策定しました。この2026年4
月からを初年度とする3年間の指針と共に当社グループはワンチームとなって、確実に歩ん
でまいります。

第９次中期経営計画の骨子は、以下のとおりです。

（1） 既存業務の深化・多角化
多様化する顧客ニーズにワンストップで応える為、営業体制を変革し、
コア事業の更なる拡大に取り組むと共に新たな派生事業領域への進出に
挑戦をします。

（2） 運送力の強化
納期・温度帯等の要件に対して柔軟に対応できる輸送基盤を作り、さま
ざまな顧客ニーズに対応できる『安定した輸送体制の構築』を目指しま
す。

（3） オペレーティング・モデルの再設計
既存のオペレーティング・モデルにデジタルを取り入れることにより、
成果を再現・拡張できるオペレーティング・モデルを確立し、顧客に対
する対応力を高めます。

（4） 人材育成
海外展開や新領域の拡張を支える専門知識を備えた人材を計画的に育成
し、現場の判断力と提案力の底上げを目指します。
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詳細は当社ホームページ https://www.daito-koun.co.jp/ir/ir_news/をご参照くだ
さい。
来期の連結営業収益は182億円、連結営業利益は11億円、連結経常利益は12億円、親

会社株主に帰属する当期純利益は8億円を予想しております。

株主の皆様には今後とも引き続き一層のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げ
ます。
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（3）資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

（4）設備投資の状況
特記すべき事項はありません。

（5）財産および損益の状況の推移
（単位：千円）

区 分
第 74 期

(20222023
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)

第 75 期
(20232024

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)

第 76 期
(20242025

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)

第 77 期
(20252026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで)

営 業 収 益 17,130,163 16,051,143 16,761,492 18,132,106

経 常 利 益 1,178,931 796,167 817,270 1,239,447

親会社株主に帰属する当期純利益 783,738 534,538 617,262 869,905

１株当たり当期純利益 91円24銭 62円10銭 71円58銭 100円70銭

総 資 産 14,120,835 14,736,960 15,190,092 15,791,116

純 資 産 8,587,714 9,165,495 9,569,539 10,760,402

１ 株 当 た り 純 資 産 額 978円98銭 1,046円13銭 1,089円32銭 1,224円40銭

（6）重要な子会社の状況
① 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出資の比率 主 要 な 事 業 内 容
千円 ％

大 東 運 輸 倉 庫 株 式 会 社 42,000 100 倉庫業、陸上運送事業、不動産賃貸業
丸 田 運 輸 倉 庫 株 式 会 社 74,750 100 陸上運送事業
株 式 会 社 水 文 66,000 100 水産物の買い付け、加工、卸売
大 東 港 運 ( 江 陰 ) 儲 運 有 限 公 司 185,000 100 倉庫業

Ever Glory Logistics Pte. Ltd.
シンガポールドル

1,550,000 80 運送、倉庫、フレイトフォワーディング業
FD ロ ジ ス テ ィ ク ス 株 式 会 社 30,000 50 陸上運送事業
株 式 会 社 眞 榮 ロ ジ 100,000 50 陸上運送事業
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② 事業年度末日における特定完全子会社の状況
特定完全子会社に該当する子会社はありません。

（7）主要な事業内容
港湾運送事業、陸上運送事業、倉庫業、通関業、損害保険代理業、不動産賃貸業

（8）主要な事業所
① 当社本社 東京都港区芝浦四丁目２番８号
② 当社の主要な事業所

事 業 所 名 所 在 地
横 浜 支 店 横浜市中区
川 崎 支 店 川崎市川崎区
京 葉 支 店 千葉県市川市
大 阪 支 店 大阪市西区
神 戸 営 業 所 神戸市中央区
福 岡 営 業 所 福岡市博多区

③ 子会社の主要な事業所
事 業 所 名 所 在 地

大東運輸倉庫株式会社 相模原市中央区
丸田運輸倉庫株式会社 横浜市鶴見区
株式会社水文 富山市
大東港運（江陰）儲運有限公司 中国江蘇省江陰市
Ever Glory Logistics Pte. Ltd. シンガポール
FDロジスティクス株式会社 千葉市中央区
株式会社眞榮ロジ 東京都大田区
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（9）従業員の状況
従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 令 平均勤続年数

名 名 才 年
男 性 235 △4 45.8 17.4
女 性 133 △2 36.7 11.0

合 計 ま た は 平 均 368 △6 42.5 15.1
（注）1. 従業員数は、国内就業人員であり、臨時従業員を含んでおりません。

2. 平均年令、平均勤続年数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
3. 平均年令、平均勤続年数は、他社からの受入出向者を除き、他社へ出向している者を含む正社員につ

いての当期末の数値を算出しています。

（10）主要な借入先
借 入 先 借 入 金 残 高

千円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,282,680
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 405,000
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 371,000
株 式 会 社 富 山 第 一 銀 行 140,250
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 11,500
（注）当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と貸出コミットメント契約を締結し

ております。
当期末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は以下のとおりであります。
貸出コミットメントの総額 500百万円
借入実行残高 ー百万円
差引額 500百万円

（11）その他企業集団の現況に関する重要事項
当社が本社を置く東京都港区を含む東京城南エリアをホームタウンとする地域密着型の
バスケットボールチーム「アースフレンズ東京 Z(Bリーグ所属)」とパートナー契約を締
結しました。アースフレンズ東京ZはホームタウンでのCSR活動にも注力しています。
当社CSR活動の一環として、社員全員でチームをサポートすることで地域貢献・子供支
援・災害支援等を共に応援してまいります。
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2. 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 37,589,000株
（2）発 行 済 株 式 総 数 8,644,506株（自己株式 744,494株を除く）
（3）株 主 数 3,362名
（4）大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 ％

協 友 商 事 株 式 会 社 1,156,300 13.37
株 式 会 社 住 友 倉 庫 796,000 9.20
株 式 会 社 コ ベ ル コ ロ ジ ス テ ィ ク ス 600,000 6.94
横 浜 冷 凍 株 式 会 社 438,000 5.06
大 東 港 運 取 引 先 持 株 会 394,900 4.56
曽 根 好 貞 340,838 3.94
田 中 孝 一 300,000 3.47
五 十 嵐 冷 蔵 株 式 会 社 300,000 3.47
日 塩 株 式 会 社 294,000 3.40
タ カ セ 株 式 会 社 272,000 3.14
（注）1. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

2. 持株比率については、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況
株 式 数 交付対象者数

取 締 役
（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） 14,294株 ４名
（注）当社の株式報酬の内容は、「３．（２）当事業年度に係る取締役の報酬等」に記載の通りであります。
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3. 会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等

氏 名 地位、担当および重要な兼職の状況
曽 根 好 貞 代表取締役社長
荻 野 哲 司 代表取締役副社長（社長補佐、通関総括管理室、内部監査室、管理部門、川崎支店、京葉支店）
伊 串 昇 常務取締役（流通営業部、業務部、通関部門、横浜支店）
二 瓶 昭 夫 取締役（営業部門、大阪支店、神戸営業所、福岡営業所）
岡 島 敦 子 取締役、ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役（監査等委員）

MS＆ADインシュアランスグループホールディングス株式会社社外取締役
増 田 賢 紀 取締役、株式会社コベルコロジスティクス常務取締役
日下部 正 取締役監査等委員長（常勤）
鎌 田 栄次郎 取締役監査等委員
松 田 竜 太 取締役監査等委員、弁護士法人小野総合法律事務所社員（パートナー）
（注）1. 取締役岡島敦子、増田賢紀、鎌田栄次郎および松田竜太の各氏は、社外取締役であります。なお岡

島敦子、鎌田栄次郎および松田竜太の各氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相
反が生じるおそれのない独立役員であります。

2. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び
重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべ
く、日下部正氏を常勤の監査等委員として選定しております。

3. 監査等委員鎌田栄次郎氏は、銀行業務の経験から財務面に対する高い見識を有しております。
4. 監査等委員松田竜太氏は、弁護士としての経験から法務に関する高い見識を有しております。
5. 2025年６月26日開催の第76回定時株主総会において、二瓶昭夫氏が新たに取締役に選任され、就

任いたしました。
6. 2025年６月26日開催の第76回定時株主総会終結の時をもって、北田寿男氏は辞任により監査等委

員である取締役を退任いたしました。
7. 当社は2010年７月１日付で執行役員制度を導入しております。

なお、2026年５月１日現在の執行役員の役位、担当は以下のとおりであります。
●執行役員の氏名等

氏 名 役 位 担 当
柏 木 秀 幸 常務執行役員 通関第一部・第二部、業務部、横浜支店担当
笠 原 健 司 上席執行役員 社長室、営業推進室担当
泉 哲 生 上席執行役員 営業第一部・二部・四部担当
村 上 雅 彦 執 行 役 員 総務部、経理部、総合企画部担当
橋 本 博 樹 執 行 役 員 大阪支店、神戸営業所、福岡営業所担当
竹 村 典 泰 執 行 役 員 川崎支店・京葉支店担当
大 竹 和 人 執 行 役 員 営業第三部・流通営業部担当
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（2）当事業年度に係る取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等に係る決定方針に関する事項

当社は、2022年6月24日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行して
おります。また、同日付で取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に
対して譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）の概要は以

下のとおりです。
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の報酬は月ごとの固定報酬

と譲渡制限付株式報酬から構成しております。その割合は概ね90％：10%とします。ま
た、社外取締役は固定報酬のみとしております。
固定報酬は中長期的視点で経営に取り組むことの重要性から、その水準と安定性を基本

としつつ、単年度業績、社員・株主利益の追求、財務状況にも配慮し決定しております。
譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも

に、株主との一層の価値共有を進めることを目的としており、付与する株式には、取締役
会で定める一定の譲渡制限期間を設けることとします。また、毎年一定の時期に株主総会
で承認を得た報酬枠の範囲内にて付与することとします。
決定方針は任意の報酬委員会において審議・承認し、承認内容を尊重して、取締役会が

決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定については任意の報酬委員会が基本方針に則り、

各取締役の役割、貢献度、業績評価およびKPI達成度に基づき審議しており、決定方針に
沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、それぞれの監査等委員である取締役の職務と責任に

応じた報酬額を監査等委員である取締役の協議において決定しております。なお、監査等
委員である取締役の報酬は固定報酬としております。
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② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬等は、2022年６月24日開催の第73回定時株主総会において取締

役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額270,000千円以内（うち社外取締役
分20,000千円）（年額）、監査等委員である取締役の報酬限度額81,000千円以内（年額）、
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付
与のための報酬等の額を上記の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）
の報酬等の額の範囲内で25,000千円以内（年額）、譲渡制限付株式報酬制度により発行ま
たは処分される当社の普通株式の上限を38,000株以内と決議しております。当該定時株
主総会終結時点の取締役の員数は６名（うち社外取締役は２名）です。監査等委員である
取締役の員数は３名（うち社外取締役2名）であります。

③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長曽根好貞が取締役の個人別の報酬額

の具体的内容を決定しております。代表取締役に委任した理由は当社全体の業績を俯瞰し
つつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには最も適しているからであります。取締役
会から委任を受けた代表取締役が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、任意の報酬
委員会の審議を経た答申に基づき決定しなければならないものとしております。

④ 取締役の報酬等の額

区 分 員 数 報 酬 等 の 総 額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額

月 例 報 酬
（固定報酬）

譲 渡 制 限 付
株 式 報 酬

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

６名
（１名）

110,288千円
(6,225千円)

99,939千円
(6,225千円)

10,349千円
（ー）

取締役（監査等委員）
（う ち 社 外 取 締 役）

４名
（２名）

29,321千円
(12,450千円)

29,321千円
(12,450千円)

（ー）
（ー）

（注） １．譲渡制限付株式報酬として交付した株式数および交付を受けた者の人数は、「２．（５）当事業年度中に職務執行の対価
として会社役員に対し交付した株式の状況」に記載したとおりであります。

２．期末現在の人員数は取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名（なお、社外取締役１名は無報酬であります）、監査
等委員である取締役３名であります。
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（3）責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失が

ないときは、同法第425条第１項各号の定める額の合計額を限度として責任を負担する旨
を定めた契約を締結しております。

（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社および当社子会社の取締役（監査等委員である取締役含む）・監査役、執行役員お

よび管理職従業員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全
額会社が負担しております。当該保険は被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因
して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金および争訟費用が補償されます。た
だし、法令違反行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由がありま
す。

（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係
1）取 締 役 岡 島 敦 子

1.他の法人等の業務執行者の兼職状況
該当ありません。

2.他の法人等の社外役員の兼職状況
取締役岡島敦子氏はハウス食品グループ本社株式会社およびMS＆ADインシュアラン
スグループホールディングス株式会社の社外取締役であります。
当社と上記2社との間には特別な関係はありません。

2）取 締 役 増 田 賢 紀
1.他の法人等の業務執行者の兼職状況
取締役増田賢紀氏は株式会社コベルコロジスティクスの常務取締役であります。
なお、株式会社コベルコロジスティクスは当社の運送等の取引先であります。

2.他の法人等の社外役員の兼職状況
該当ありません。

3）取締役（監査等委員） 鎌 田 栄次郎
1.他の法人等の業務執行者の兼職状況
該当ありません。

2.他の法人等の社外役員の兼職状況
該当ありません。

4）取締役（監査等委員） 松 田 竜 太
1.他の法人等の業務執行者の兼職状況
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取締役（監査等委員）松田竜太氏は弁護士法人小野総合法律事務所社員（パートナー）
であります。なお、当社は弁護士法人小野総合法律事務所と顧問契約を締結しておりま
す。

2.他の法人等の社外役員の兼職状況
該当ありません。

② 当事業年度における主な活動状況
1） 取 締 役 岡 島 敦 子

主な活動状況
当期開催の取締役会11回全てに出席し、食に関する豊富な経験と知識並びに経営に関

する幅広い見識から、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

2） 取 締 役 増 田 賢 紀
主な活動状況
当期開催の取締役会11回全てに出席し、会社経営層としての経験を活かして、議案審

議等に必要な発言を適宜行っております。

3） 取締役（監査等委員） 鎌 田 栄次郎
主な活動状況
当期開催の取締役会11回中10回および監査等委員会13回中12回に出席し、主に出身

分野である金融機関を通じて培った高度な知識・見地から、議案審議等に必要な発言を適
宜行っております。

4） 取締役（監査等委員） 松 田 竜 太
主な活動状況
当期開催の取締役会11回および監査等委員会13回全てに出席し、弁護士として培われ

た高度で専門的な知識・経験をもとに、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

③ 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
1） 取 締 役 岡 島 敦 子

議案審議等について食に関する豊富な経験と知識ならびに経営に関する幅広い見識か
ら、当社の経営に適切な助言・監督を行っております。また、任意の指名委員会および報
酬委員会の委員を務め、取締役会等の指名、経営陣の監督など重要な役割を果たしており
ます。

2） 取 締 役 増 田 賢 紀
議案審議等について経営に関する豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営に適切な助

言・監督を行っております。また、任意の指名委員会および報酬委員会の委員も務め、当
社のコーポレートガバナンスの向上および中長期的な企業価値の向上を図る助言を行うな
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ど重要な役割を果たしております。

3） 取締役（監査等委員） 鎌 田 栄次郎
議案審議等について財務面に関する豊富な経験と知識ならびに経営に関する幅広い見識

から、当社の経営に適切な助言・監督を行っております。また、任意の指名委員会および
報酬委員会の委員長を務め、取締役会等の指名、経営陣の監督など重要な役割を果たして
おります。

4） 取締役（監査等委員） 松 田 竜 太
議案審議等について弁護士としての法務に関する豊富な経験と幅広い見識から、当社の

経営に適切な助言・監督を行っております。また、任意の指名委員会および報酬委員会の
委員を務め、取締役会等の指名や客観的な立場から会社への助言を行うなど重要な役割を
果たしております。
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4. 会社の体制および方針

（1）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様への長期的な利益還元を重要な課題と考え、安定的な配当を行うこと

を基本としております。
加えて、経営基盤の整備状況や業績動向を踏まえ、適切な配当水準を継続的に維持するこ

とにより、株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。
2026年３月期の期末配当につきましては、2026年５月13日開催の取締役会において１

株当たり７円増配の19円と決議させていただきました。なお、中間期において中間配当金
として１株当たり12円を実施しておりますので、当期の年間配当金は1株につき31円とな
ります。
また、内部留保につきましては、財務の健全性に留意しつつ、今後の事業展開を踏まえた

投資原資として備えることとしており、次のとおり決議させていただきました。

① 決議された期末配当に関する事項
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金19円 総額 164,245,614円
ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日

2026年６月26日

② 決議された剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 300,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

【配当方針】
配当については、中長期的視点での企業価値向上のために必要な事業投資を継続したうえ

で、１株あたり年額20円を下限とし、各事業年度の収益力向上を考慮しつつ、配当性向30
％程度を目安として、中間配当及び期末配当の年2回実施することを基本としております。
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【ご参考】当社取締役会の実効性評価の概要について
当社では取締役会の監督機能の向上に向け、2025年度の取締役会の実効性評価を以下
のとおり実施いたしました。
取締役会メンバーに対し、取締役会の構成と運営・経営戦略と事業戦略・企業倫理とリ
スク管理・業績モニタリングと経営陣の評価・株主等との対話から構成されるアンケー
トを実施し、認識された課題の原因や改善の方向性等を取りまとめ、取締役会で議論し
ました。
なお当年度の実効性評価も、上記プロセスの客観性・透明性確保の観点から、外部機関
のサポートを得つつ実施しております。
評価の結果、前回評価同様に企業倫理とリスク管理、業績モニタリングと経営陣の評価
を中心に、実効性は概ね確保できているものと認識されました。
一方、更なる実効性向上に向け、人材戦略・DX推進に係る監督、中長期目線での戦
略・計画の議論充実、ステークホルダーとの対話強化が課題認識として示されました。
取締役会としては、上記の課題へ対応するとともに、更なる実効性向上へ注力して参り
ます。
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（2）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その
他業務の適正を確保するための体制
① 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制
イ．「法令遵守規定」における遵守事項（行動基準）並びに「就業規則」において、当社

グループの全役職員に法令並びに社内規定等の遵守の徹底を図り、年１回、当社グル
ープに従事する全役職員・臨時雇用者より徴求する「誓約書」において法令等を遵守
する旨の誓約を求めることとします。

ロ．法令並びに社内規定等の遵守状況の検証を行うため「コンプライアンス・リスク委員
会」を設け、また上部組織として当社グループ全体を統括するための「コンプライア
ンス・リスク全社統括委員会」を設けることとします。同委員会での協議内容は定期
的に経営会議並びに取締役会に報告することとします。

ハ．内部監査室は、「内部監査規定」に基づき業務全般における法令並びに社内規定等の
遵守状況、職務の執行手順及び執行状況について当社及び子会社に対して定期的に内
部監査を実施し、問題点の把握、改善を要する事項を代表取締役社長に報告すること
とします。
また、「輸出入関連業務に係る法令遵守規定」に基づき輸出入関連業務全般における
法令並びに社内規定等の遵守状況、職務の執行手順及び執行状況について定期的に監
査を実施し、問題点の把握、改善を要する事項を代表取締役社長に報告することとし
ます。
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② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、「内部情報および内部者取引管理

規定」、「情報管理・秘密保持規定」、「文書管理規定」等の社内規定並びに各基準書等
に従い、適切に保存及び管理を行うこととします。なお、必要に応じてその運用状況
の検証、各規定の見直し等を行うこととします。

ロ．取締役は、当該情報・文書を常時閲覧できるものとし、検索・閲覧が迅速かつ適切に
行われるよう保存管理の整備に努めることとします。

③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．「コンプライアンス・リスク委員会」において当社グループの全役職員にリスクに対

する意識の向上を促し、リスク管理体制の強化に努めます。また各部署長が当委員会
の部署委員長として、常に自部署及び各子会社の対応状況を把握し、定期的または必
要に応じて開催する当委員会に報告し、対応・改善策を協議し、リスクの早期発見と
迅速かつ適切な改善等の対応を行うこととします。

ロ．各部署は「業務分掌規定」及び「職務権限明細表」に基づき付与された権限におい
て、リスクの発生を未然に防ぐ体制とし、万一リスクが顕在化した場合は迅速かつ適
切な改善等の対応を行うこととします。ただし、重大なリスクや全社横断的なリスク
は各部署長が速やかにコンプライアンス・リスク委員会に報告し、対応・改善策を協
議することとします。

ハ．リスクの内在及びリスク管理体制の有効性について内部監査を行います。また、内部
監査において発見されたリスクは、コンプライアンス・リスク委員会及び当該部署長
並びに監査等委員会に報告され、委員会並びに当該部署は迅速かつ適切な改善等の対
応を行うこととします。

ニ．当社は不測の事態に備え、また危機管理体制の一環として、事業継続を行うため、当
社グループを対象とする危機管理マニュアルの作成を行い、当社グループの全役職員
に周知することとします。



事業報告

― 37 ―

④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．当社取締役会は、定例の取締役会を毎月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開

催し、法令等で定められた事項、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役
の職務の執行を監督するものとします。

ロ．当社経営会議は、常勤取締役及び常勤監査等委員、執行役員で構成し、毎月２回定時
に開催するほか、必要に応じて随時開催し、迅速な意思決定、情報の共有化、業務執
行状況が把握できる体制を執るものとします。また、意思決定等の重要事項は各部署
長に伝達され、各部署長は伝達事項等に基づき各部署の業務を執行するものとしま
す。

ハ．職務執行を効率的かつ適正に行うため、当社の基本理念並びに経営方針に則った中期
経営計画を策定します。また中期経営計画を具現化するため各子会社を含めた各部署
の業績目標値及び予算配分等を設定した単年度計画を策定し、経営会議及び部署長会
議において目標の進捗状況を報告することとします。

⑤ 財務報告の信頼性を確保するための体制
イ．当社並びに当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、会計基準その他関連す

る諸法令を遵守するとともに、「経理規定」等の社内規定を整備し、財務報告におい
て不正・誤謬が発生するリスクの管理に努め、定期的に予防・牽制機能を評価し、不
備があれば是正する体制を構築していくものとします。

ロ．内部監査室は、財務報告に係る内部統制プロセスについて監査を行います。監査にお
いて是正・改善を要する事項が発見された場合は、主管部署並びに関係部署が対策を
講じることとします。
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⑥ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ．子会社においては、定時取締役会を３ヶ月に１回開催し、必要に応じて臨時取締役会

を開催するものとし、法令等で定められた事項、経営に関する重要事項を決定すると
ともに、重要な事象が発生した場合の報告を義務付け、取締役の職務の執行を監督す
るものとします。

ロ．子会社の経営については自主性を尊重しつつ、当社から最低１名以上の取締役または
監査役を派遣し、当社の経営方針・意思決定事項を伝達するとともに、子会社が適正
に運営されていることを確認するものとします。

ハ．当社社長及び子会社社長で構成する社長会を年１回定時に開催するほか、必要に応じ
て随時開催するものとし、子会社社長に当社の経営方針の理解を求めるとともに、当
社グループの連携強化を図るものとします。

ニ．子会社においても、当社グループの中期経営計画を具現化するため単年度計画を策定
し、業績目標値を定め、毎月の業績の進捗状況等を当社経営会議にて報告させるよう
義務づけるものとします。

ホ．子会社は、当社「関係会社管理規定」、「連結財務諸表作成のための関係会社の統一経
理規定」及び基準書等に従い、経理業務の基準を当社グループで統一するものとしま
す。
また、子会社は毎月当社社長室に財務諸表等を報告し、社長室および経理部では内容
の検証を行うこととします。

⑦ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用
人に関する体制及び監査等委員会がその職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員
を除く。）からの独立性に関する事項

イ．社長室、内部監査室、通関総括管理室及び管理部門は、監査等委員会からの要請に応
じて監査等委員会の職務を補助するものとします。

ロ．監査等委員会の職務を補助する事務局には、最低１名以上の使用人を任命するものと
します。また、事務局に任命された使用人は、事務局の執務にあたっては最優先で取
り組み、監査等委員会の指揮命令に従うこと、また取締役（監査等委員を除く。）及
び当該使用人の上司となる使用人は、当該使用人の事務局の執務を妨げないこととし
ます。

ハ．監査等委員会の職務を補助する事務局に任命される使用人の人事に関しては、監査等
委員会と事前協議のうえで行うこととします。

ニ．内部監査室は、監査等委員会の要請による監査を他の監査に優先して行うものとし、
取締役（監査等委員を除く。）及び当該部署の上司となる使用人は、監査等委員会の
要請による監査を妨げないこととします。
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⑧ 取締役（監査等委員を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その
他監査等委員会への報告に関する体制

イ．監査等委員会は、取締役会、経営会議に出席し重要な検討事項、意思決定の内容を確
認することとします。また、常勤監査等委員はコンプライアンス・リスク全社統括委
員会等の重要な会議に出席して、当社グループの内部監査、コンプライアンス・リス
ク等の現状を検討・決定事項の内容を確認するか、会議の内容・結果の報告を受ける
ものとします。

ロ．当社及び子会社の取締役（監査等委員を除く。）及び使用人は、法令の違反行為、重
要事項の発生または当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす恐れのある事項が発
生した場合は、その内容を直接速やかに監査等委員会へ報告するものとします。

ハ．当社及び子会社の取締役（監査等委員を除く。）及び使用人が監査等委員会に対して
直接報告することによって、報告を行った取締役及び使用人に対して、当該報告をし
たことを理由としていかなる不利益な取り扱いも行わないこととします。

ニ．その他、監査等委員会が必要と認めた事項について、報告を求められたときは当社及
び子会社の取締役（監査等委員を除く。）及び使用人は可及的速やかに適切な報告を
行うものとします。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．監査等委員会と代表取締役は、定期的にまたは必要に応じて会合を開催し、経営方針

その他必要事項について相互理解を深めるものとします。
ロ．内部監査室は、内部監査計画及び監査結果を監査等委員会に報告し、監査の連携強化

に努めるものとします。
ハ．全役職員は、監査等委員会が必要に応じて弁護士・会計監査人等の外部専門家から、

監査業務に必要な助言を受ける機会を妨げてはならないものとします。
ニ．外部専門家への相談に関して、その費用は会社が負担するものとし、前払い又は償還

手続きに速やかに応じるものとします。
⑩ 反社会的勢力排除に向けた体制
イ．当社及び当社グループは、「法令遵守規定」において社会・政治との適正な関係を保

つため「反社会的勢力並びに反社会的勢力と関係のある取引先とは取引を行わず、不
当な要求等に屈しない」旨を規定しており、全役職員はこれらとの関係を一切遮断
し、不当な要求等に対して毅然とした対応を行うこととします。

ロ．総務部を反社会的勢力の対応を統括する部署とし、情報を集約し一元的に管理すると
ともに、万一、反社会的勢力から不当要求を受けた時に適切な助言、協力を得ること
ができるよう平素より警察、弁護士等の外部専門機関との連携強化を図ることとしま
す。
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（3）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①当社では代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク全社統括委員会を月
１回開催し、各部署及びグループ会社から報告されたリスクマネジメントのレビューを
実施して全社的に情報共有を図り、リスク回避に努めました。また当該内容は３ヶ月に
１回、法令遵守等の報告について取締役会で報告しております。

②当社では内部監査室が策定した内部監査計画書に基づき、業務監査、ＡＥＯ監査、その
他特例による監査を各部署年１回を基本とし適宜実施し、監査調書による報告会を行い
ました。また、必要に応じて是正指導を行い、後日フォローアップ監査も行いました。

③当社では全社的に内部統制の評価範囲を決定して、各統制項目別に整備状況評価及び運
用状況評価を実施いたしました。また当該内容は３ヶ月に１回、内部統制の進捗状況に
ついて取締役会で報告しております。

④当社では不祥事及び法令違反、パワーハラスメント等の早期発見のため従業員らに情報
を呼びかけるコンプライアンス相談窓口を設けております。また相談することによって
不利益になるようなことがないよう十分に配慮しております。

（4）会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針につ

いては、特に定めておりません。
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5. 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

清陽監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る報酬等の額

30,000千円
② 当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

30,000千円
（注）1. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠

などが適切であるかどうかについて検討を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意い
たしました。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬の額を区分しておりませんので、①の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の
額を含めております。

（3）非監査業務の内容
該当はありません。

（4）責任限定契約の内容の概要
当社定款において、会計監査人との間で会社法第423条第１項の賠償責任について法令に

定める要件に該当する場合には責任限定契約を締結することができる旨を定めております
が、現時点では同契約を締結しておりません。

（5）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会社法第340条第１項各号に定める事由に該当することなどにより、計算関係書類の監査

に重大な支障が生じることが合理的に予想されるときは、監査等委員会は、全員の同意をも
って会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人の職務執行体制、監査能力、専門性等が当社にとって不十分であると判

断したとき、又は会計監査人を交代することにより当社にとってより適切な監査体制の整備
が可能であると判断したときは、監査等委員会は、会計監査人の不再任に関する議案を株主
総会に提出いたします。

本事業報告中の記載金額については、単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） 15,791,116 （負 債 の 部） 5,030,713
流 動 資 産 7,091,610 流 動 負 債 3,595,744
現 金 及 び 預 金 2,707,507 営 業 未 払 金 1,027,427
受取手形及び営業未収入金 2,281,088 短 期 借 入 金 1,458,015
棚 卸 資 産 348,046 リ ー ス 債 務 66,652
関 税 等 立 替 金 1,502,426 未 払 費 用 172,957
前 払 費 用 133,798 未 払 法 人 税 等 176,844
未 収 入 金 25,884 未 払 消 費 税 等 58,523
そ の 他 94,109 賞 与 引 当 金 336,548
貸 倒 引 当 金 △1,249 そ の 他 298,776

固 定 資 産 8,699,505 固 定 負 債 1,434,969
有 形 固 定 資 産 4,890,605 長 期 借 入 金 755,750
建 物 及 び 構 築 物 1,800,659 リ ー ス 債 務 85,435
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 288,868 再評価に係る繰延税金負債 166,003
土 地 2,580,904 退 職 給 付 に 係 る 負 債 58,331
リ ー ス 資 産 75,266 長 期 未 払 金 69,040
そ の 他 144,905 繰 延 税 金 負 債 204,763

そ の 他 95,645
無 形 固 定 資 産 146,984
ソ フ ト ウ ェ ア 81,260 （純 資 産 の 部） 10,760,402
電 話 加 入 権 2,974 株 主 資 本 9,164,018
施 設 利 用 権 48,120 資 本 金 856,050
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 3,300 資 本 剰 余 金 629,159
の れ ん 11,328 利 益 剰 余 金 8,024,827
投資その他の資産 3,661,915 自 己 株 式 △346,018
投 資 有 価 証 券 2,149,303 その他の包括利益累計額 1,419,055
長 期 貸 付 金 8,159 その他有価証券評価差額金 712,314
破 産 更 生 債 権 等 2,745 土 地 再 評 価 差 額 金 51,548
長 期 前 払 費 用 19,554 為 替 換 算 調 整 勘 定 130,742
繰 延 税 金 資 産 18,191 退職給付に係る調整累計額 524,450
保 険 積 立 金 1,158,303 非 支 配 株 主 持 分 177,328
そ の 他 308,177
貸 倒 引 当 金 △2,520

資 産 合 計 15,791,116 負 債 純 資 産 合 計 15,791,116
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連結損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：千円）
科 目 金 額

営 業 収 益 18,132,106
営 業 原 価 12,908,401

営 業 総 利 益 5,223,704
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,128,431

営 業 利 益 1,095,273
営 業 外 収 益

受 取 利 息 6,938
受 取 配 当 金 42,654
為 替 差 益 38,465
有 価 証 券 償 還 益 5,625
受 取 保 険 金 16,731
受 取 手 数 料 4,259
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 54,701
そ の 他 29,187 198,563

営 業 外 費 用
支 払 利 息 52,593
そ の 他 1,795 54,389

経 常 利 益 1,239,447
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 4,499
投 資 有 価 証 券 売 却 益 15,276
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 益 545 20,321

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 売 却 損 1,614 1,614

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,258,153
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 299,009
法 人 税 等 調 整 額 48,946 347,956
当 期 純 利 益 910,197
非支配株主に帰属する当期純利益 40,291
親会社株主に帰属する当期純利益 869,905
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連結株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 856,050 621,875 7,362,196 △352,780 8,487,341
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △207,273 △207,273
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 869,905 869,905

自 己 株 式 の 処 分 4,213 7,508 11,721
持分法適用会社の保有
する親会社株式の変動 △746 △746
連結子会社株式の取得
による持分の増減 3,071 3,071
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 7,284 662,631 6,761 676,677
当 期 末 残 高 856,050 629,159 8,024,827 △346,018 9,164,018

その他の包括利益累計額
非支配
株主持分 純資産合計その他

有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退 職 給 付
に係る調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額
合 計

当 期 首 残 高 265,548 51,548 157,930 436,643 911,670 170,527 9,569,539
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △207,273
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 869,905

自 己 株 式 の 処 分 11,721
持分法適用会社の保有
する親会社株式の変動 △746
連結子会社株式の取得
による持分の増減 3,071
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) 446,765 △27,188 87,807 507,384 6,801 514,185

当 期 変 動 額 合 計 446,765 △27,188 87,807 507,384 6,801 1,190,863
当 期 末 残 高 712,314 51,548 130,742 524,450 1,419,055 177,328 10,760,402
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連 結 注 記 表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等
（1）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
連結子会社の数 ８社
主要な連結子会社の名称 大東運輸倉庫㈱

丸田運輸倉庫㈱
㈱水文
大東港運（江陰）儲運有限公司
Ever Glory Logistics Pte.Ltd.
ＦＤロジスティクス㈱
㈱眞榮ロジ
Ever Glory Express Pte.Ltd.

2025 年 10 月 1 日 付 け で Ong-Lim Express Pte.Ltd. は、Ever Glory Express
Pte.Ltd.に社名変更しております。

② 非連結子会社の状況
主要な非連結子会社の名称 ダイトウ保険センター㈱
連結の範囲から除いた理由 ダイトウ保険センター㈱は総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等がいず
れも連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結
の範囲から除外しております。

（2）持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

持分法を適用した非連結子会社はありません。
持分法を適用した関連会社
の数

１社

主要な持分法適用関連会社
の名称

DB CORPORATION
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② 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況
主要な会社の名称 ダイトウ保険センター㈱
持分法を適用しない理由 子会社である、ダイトウ保険センター㈱は当期純損益及

び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の
対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適
用範囲から除外しております。

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち大東港運(江陰)儲運有限公司、Ever Glory Logistics Pte.Ltd.および

Ever Glory Express Pte.Ltd.の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成に
あたっては同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について
は、連結上必要な調整を行っております。
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２．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、
売却原価は、移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法
③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛作業支出金 個別法による原価法
（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法により算定）

製 品 総平均法
貯 蔵 品 最終仕入原価法

ただし、軽油については総平均法
（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法により算定）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法
ただし、親会社の大阪支店サントリー物流センター・東
扇島倉庫B棟・三木インランドデポに属する有形固定資
産及び1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属
設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建
物附属設備及び構築物については定額法。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物 ３〜50年
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② 無形固定資産（リース資産を除く）
施設利用権 港湾施設利用権については賃借期間(30年)に基づく定額

法、その他の施設利用権については主として賃借期間に
基づく定額法

ソフトウエア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
③ のれんの償却法及び償却期間

5年間の定額法により償却しております。
④ リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の
方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資
産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計
上しております。

② 賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来
の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上して
おります。

（4）収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履

行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以
下のとおりであります。

① 輸出入貨物取扱事業 輸出入貨物取扱事業においては、食品、鉄鋼・非鉄、化
学工業品、機械、日用雑貨等の輸出入手続きにおける、
検疫、検査、保税運送、輸出入通関等の一連の業務を行
っており、顧客へのサービスが完了した時点で、顧客か
ら受け取る対価で収益を認識することとしております。
なお、代理人取引に係るものは、総額から仕入先に対す
る支払額を差し引いた純額で収益を認識することとして
おります。
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② 鉄鋼物流事業 鉄鋼物流事業においては、国内鉄鋼製品の荷役、保管、
配送等を行っており、顧客へのサービスが完了した時点
で、顧客から受け取る対価で収益を認識することとして
おります。

③ 海外事業 海外事業においては、海外子会社における物流事業等を
行っており、顧客へのサービスが完了した時点で、顧客
から受け取る対価で収益を認識することとしておりま
す。

④ 国内不動産賃貸事業 国内不動産賃貸事業においては、国内における不動産賃
貸等を行っており、顧客へのサービスが完了した時点
で、顧客から受け取る対価で収益を認識することとして
おります。

⑤ その他事業 その他事業においては、主に港湾荷役、その他の国内物
流事業等を行っており、顧客へのサービスが完了した時
点で、顧客から受け取る対価で収益を認識することとし
ております。
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（5）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジによっております。

なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たす
場合は特例処理を採用しております。

② 退職給付に係る会計処理
の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるた
め、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給
付債務から年金資産の額を控除した額を計上しておりま
す。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込
額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に
より費用処理しております。
数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時
における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発
生の翌連結会計年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用につい
ては、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の
包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上して
おります。
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３．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産（純額）18,191千円

（2）連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①算出方法

将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニン
グに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りは将来の
事業計画を基礎としております。

②主要な仮定
課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画における主要な仮定は、予想輸出入取扱

数量であり、予想輸出入取扱数量は主要顧客の動向、市場シェア等を基に仮定しておりま
す。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
主要な仮定である予想輸出入取扱数量は、見積りの不確実性が高く、輸出入取扱数量が

変動することに伴い、課税所得の見積額が変動し、繰延税金資産の回収可能性の判断に重
要な影響を与えるリスクがあります。事業計画の前提となっている将来の予想輸出入取扱
数量が大きく減少した場合には、繰延税金資産の取崩しが発生する可能性があります。
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４．連結貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 3,134,997千円

減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。
（2）担保に供している資産 建 物 及 び 構 築 物 96,440千円

土 地 1,226,872千円
計 1,323,312千円

（上記に対応する債務）
短 期 借 入 金 948,500千円
長 期 借 入 金 727,500千円

計 1,676,000千円
（3）事業用土地の再評価

「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価
に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づき、
2000年３月31日に事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に、再評価
に係る繰延税金負債を負債の部に計上しております。

（再評価の方法）
「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１
項に定める算定方法により路線価又は固定資産税評価額に基づいて算出しております。
なお、同法律第10条に定める再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価評価

額（1,805,618千円）と再評価後の帳簿価額（1,412,637千円）との差額は392,981千円
であります。

（4）顧客との契約から生じた債権の残高は、それぞれ以下のとおりであります。
受取手形 15,302千円
営業未収入金 2,265,785千円

（5）流動負債「その他」のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。
契約負債 41,441千円

（6）保証債務の内容及び金額は、以下のとおりであります。
水産物の買受代金に対する債務保証

有限会社魚河岸並びに株式会社宇枝水産 18,000千円
（注）連帯保証の総額を記載しております。
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５．連結損益計算書に関する注記
顧客との契約から生じる収益
営業収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載し

ておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「9．収益認識に関する注記 1.顧客
との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数 普 通 株 式 9,389,000株
（2）当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2025年５月14日
取締役会 普通株式 103,539 12.00 2025年３月31日 2025年６月27日

2025年11月11日
取締役会 普通株式 103,734 12.00 2025年9月30日 2025年12月11日

（3）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と
なるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2026年５月13日
取締役会 普通株式 利益剰余金 164,245 19.00 2026年３月31日 2026年６月26日



連結計算書類

― 54 ―

７．金融商品に関する注記
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、経営計画に照らして必要な資金を銀行等金融機関からの借入（主として長

期）により調達し、資金運用については、リスクを選別した金融商品等で一時的余資を運用し
ております。
受取手形及び営業未収入金に係る各顧客の信用リスクは、与信及び期日管理をするとともに

財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握によりリスクの軽減を図っております。
また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を

行っております。
借入金の使途は運転資金・設備投資資金であり、金利上昇局面においては金利スワップ取引

を実施して、支払利息を固定化することとしております。
なお、デリバティブは資金管理規定に従い、投機的な取引は行わないこととしております。

2.金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表に含めておりません。
また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び営業未収入金、関税等立替金、営

業未払金、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記
を省略しております。

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額（＊１） 時価（＊１） 差 額

(1)投資有価証券
満期保有目的の債券 100,000 95,450 △4,550
その他有価証券（＊２） 1,678,840 1,678,840 −

(2)長期借入金（＊３） （2,113,765) （2,074,575) △39,189

（＊１）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（＊２）市場価格のない非上場株式（連結貸借対照表計上額370,462千円）は、「(1)投資有価証券 その他

有価証券」には含めておりません。
（＊３）長期借入金は、一年以内返済長期借入金を含んでおります。
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3.金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券
株式 1,678,840 − − 1,678,840
その他 − − − −

合計 1,678,840 − − 1,678,840

(2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分
時価（千円）（＊１）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
満期保有目的の債券
社債 − 95,450 − 95,450

長期借入金 − (2,074,575) − (2,074,575)

（＊１）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
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（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有している債券は、市場での取引頻度が低
く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しておりま
す。

長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、

割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

８．賃貸等不動産に関する注記
1.賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、神奈川県その他の地域および海外（シンガポール）において、賃貸用の倉庫・事
務所（土地を含む。）を有しております。

2.賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時 価

3,159,507 4,165,995

※賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、当社グループが使用する部分を含めておりますが、
賃貸等不動産として使用される部分と当社グループで使用する部分の時価を区別して把握することが困難で
あるため、当該不動産全体を注記の対象としております。

（注）1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2.時価の算定方法

主として不動産鑑定士が算出した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。
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９．収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
報告セグメント

合計輸出入貨物
取扱事業 鉄鋼物流事業 海外事業 国内不動産

賃貸事業 その他事業

畜産物 5,498,798 − − − − 5,498,798
水産物 2,680,061 − − − − 2,680,061
農産物 1,883,474 − − − − 1,883,474
輸出入貨物その他 3,158,704 − − − − 3,158,704
鉄鋼 − 2,139,675 − − − 2,139,675
海外 − − 1,034,483 − − 1,034,483
その他 − − − − 1,398,129 1,398,129
顧客との契約から生
じる収益 13,221,038 2,139,675 1,034,483 − 1,398,129 17,793,326

その他の収益 − − − 338,779 − 338,779
外部顧客への売上高 13,221,038 2,139,675 1,034,483 338,779 1,398,129 18,132,106

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「２．会計方針に関する事項（4）収益及び費用の計上基準」に記載しております。

3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)契約負債の残高等

（単位：千円）
当連結会計年度期首 当連結会計年度期末

顧客との契約から生じた債権 2,218,382 2,281,088
契約負債 44,215 41,441

(2)残存履行義務に配分した取引価格
当連結会計年度末時点における未履行の履行義務残高は41,441千円です。期末日後1年
以内に収益として認識されると見込んでおります。
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10．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,224円40銭
１株当たり当期純利益 100円70銭

11．企業結合に関する注記
重要性に乏しいため、注記を省略しております。
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貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） 14,468,118 （負 債 の 部） 4,998,181
流 動 資 産 6,743,373 流 動 負 債 3,198,598
現 金 及 び 預 金 1,845,248 営 業 未 払 金 989,781
受 取 手 形 15,302 短 期 借 入 金 1,342,680
営 業 未 収 入 金 1,922,380 リ ー ス 債 務 17,804
仕 掛 作 業 支 出 金 238,607 未 払 金 54,331
貯 蔵 品 2,855 未 払 法 人 税 等 126,680
関 税 等 立 替 金 1,502,426 未 払 消 費 税 等 36,045
前 払 費 用 84,768 未 払 費 用 128,460
関 係 会 社 短 期 貸 付 金 1,024,550 関 税 等 預 り 金 49,225
未 収 入 金 21,518 預 り 金 44,087
そ の 他 86,615 賞 与 引 当 金 317,664
貸 倒 引 当 金 △902 そ の 他 91,836

固 定 資 産 7,724,745 固 定 負 債 1,799,583
有 形 固 定 資 産 2,871,011 長 期 借 入 金 727,500
建 物 311,529 リ ー ス 債 務 21,211
構 築 物 37,444 再評価に係る繰延税金負債 166,003
機 械 及 び 装 置 85,661 退 職 給 付 引 当 金 798,099
車 両 運 搬 具 26,398 長 期 未 払 金 69,040
工 具、 器 具 及 び 備 品 92,128 そ の 他 17,729
土 地 2,282,394
リ ー ス 資 産 35,455

無 形 固 定 資 産 89,697 （純 資 産 の 部） 9,469,936
ソ フ ト ウ ェ ア 79,820 株 主 資 本 8,734,510
電 話 加 入 権 1,840 資 本 金 856,050
施 設 利 用 権 4,736 資 本 剰 余 金 642,103
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 3,300 資 本 準 備 金 625,295
投資その他の資産 4,764,036 そ の 他 資 本 剰 余 金 16,808
投 資 有 価 証 券 1,860,205 利 益 剰 余 金 7,581,628
関 係 会 社 株 式 748,549 利 益 準 備 金 140,000
出 資 金 690 そ の 他 利 益 剰 余 金 7,441,628
関 係 会 社 出 資 金 78,798 別 途 積 立 金 5,050,000
従 業 員 長 期 貸 付 金 7,947 繰 越 利 益 剰 余 金 2,391,628
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 570,306 自 己 株 式 △345,271
破 産 更 生 債 権 等 2,745 評価・換算差額等 735,426
長 期 前 払 費 用 14,479 その他有価証券評価差額金 683,878
繰 延 税 金 資 産 81,248 土 地 再 評 価 差 額 金 51,548
差 入 保 証 金 210,501
会 員 権 40,553
保 険 積 立 金 1,150,870
貸 倒 引 当 金 △2,861

資 産 合 計 14,468,118 負 債 純 資 産 合 計 14,468,118



計算書類

― 60 ―

損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：千円）
科 目 金 額

営 業 収 益 15,998,011
営 業 原 価 11,335,970

営 業 総 利 益 4,662,040
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,765,942

営 業 利 益 896,098
営 業 外 収 益

受 取 利 息 53,259
受 取 配 当 金 48,616
為 替 差 益 12,562
有 価 証 券 償 還 益 5,625
受 取 保 険 金 16,731
受 取 手 数 料 4,235
そ の 他 7,793 148,823

営 業 外 費 用
支 払 利 息 47,467
そ の 他 981 48,448

経 常 利 益 996,472
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 4,499
投 資 有 価 証 券 売 却 益 15,276
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 益 545 20,321

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 売 却 損 1,614
子 会 社 株 式 評 価 損 12,557 14,172

税 引 前 当 期 純 利 益 1,002,622
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 245,250
法 人 税 等 調 整 額 11,725 256,975
当 期 純 利 益 745,646
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株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金

その他
資本剰余

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益

剰 余 金
当 期 首 残 高 856,050 625,295 12,594 637,889 140,000 4,750,000 2,153,255 7,043,255 △352,780 8,184,415

当 期 変 動 額
別途積立金の積立 300,000 △300,000 −

剰 余 金 の 配 当 △207,273 △207,273 △207,273

当 期 純 利 益 745,646 745,646 745,646

自己株式の処分 4,213 4,213 7,508 11,721
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 4,213 4,213 300,000 238,373 538,373 7,508 550,094
当 期 末 残 高 856,050 625,295 16,808 642,103 140,000 5,050,000 2,391,628 7,581,628 △345,271 8,734,510

評価・換算差額等
純資産合計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 260,370 51,548 311,919 8,496,334
当 期 変 動 額
別途積立金の積立
剰 余 金 の 配 当 △207,273
当 期 純 利 益 745,646
自己株式の処分 11,721
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 423,507 423,507 423,507

当 期 変 動 額 合 計 423,507 423,507 973,601
当 期 末 残 高 683,878 51,548 735,426 9,469,936



計算書類

― 62 ―

個 別 注 記 表

１．重要な会計方針
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理
し、売却原価は、移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法
③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛作業支出金 個別法による原価法
（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法により算定）

貯 蔵 品 最終仕入原価法
ただし、軽油については総平均法
（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法により算定）

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法
ただし、大阪支店サントリー物流センター・東扇島倉庫B
棟・三木インランドデポに属する有形固定資産及び1998年
４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに
2016年４月１日以降取得した建物附属設備及び構築物につ
いては定額法。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 ３〜38年
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② 無形固定資産（リース資産を除く）
施設利用権 港湾施設利用権については賃借期間(30年)に基づく定額法、

その他の施設利用権については主として賃借期間に基づく定
額法

ソフトウエア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
③ リ ー ス 資 産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

② 賞 与 引 当 金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき当期末において発生してい
ると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務
の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
す。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を費用処理
しております。
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分
額をそれぞれ発生の翌期より費用処理しております。
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（4）収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであ
ります。

① 輸出入貨物取扱事業 輸出入貨物取扱事業においては、食品、鉄鋼・非鉄、化学工
業品、機械、日用雑貨等の輸出入手続きにおける、検疫、検
査、保税運送、輸出入通関等の一連の業務を行っており、顧
客へのサービスが完了した時点で、顧客から受け取る対価で
収益を認識することとしております。なお、代理人取引に係
るものは、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額
で収益を認識することとしております。

② 鉄鋼物流事業 鉄鋼物流事業においては、国内鉄鋼製品の荷役、保管、配送
等を行っており、顧客へのサービスが完了した時点で、顧客
から受け取る対価で収益を認識することとしております。

③ 国内不動産賃貸事業 国内不動産賃貸事業においては、国内における不動産賃貸等
を行っており、顧客へのサービスが完了した時点で、顧客か
ら受け取る対価で収益を認識することとしております。

④ その他事業 その他事業においては、主に港湾荷役を行っており、顧客へ
のサービスが完了した時点で、顧客から受け取る対価で収益
を認識することとしております。

（5）ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジによっております。
なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たす場合
は特例処理を採用しております。

（6）外貨建の資産及び負債の
本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により
円換算し、為替差額は損益として処理しております。
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２．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産（純額）81,248千円

（2）計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①算出方法

将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニン
グに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りは将来の
事業計画を基礎としております。

②主要な仮定
課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画における主要な仮定は、予想輸出入取扱

数量であり、予想輸出入取扱数量は主要顧客の動向、市場シェア等を基に仮定しておりま
す。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
主要な仮定である予想輸出入取扱数量は、見積りの不確実性が高く、輸出入取扱数量が

変動することに伴い、課税所得の見積額が変動し、繰延税金資産の回収可能性の判断に重
要な影響を与えるリスクがあります。事業計画の前提となっている将来の予想輸出入取扱
数量が大きく減少した場合には、繰延税金資産の取崩しが発生する可能性があります。
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３．貸借対照表に関する注記
（1）関係会社に対する金銭債権債務 短 期 金 銭 債 権 1,034,542千円

長 期 金 銭 債 権 570,306千円
短 期 金 銭 債 務 112,677千円
長 期 金 銭 債 務 17,729千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 1,713,460千円
（3）担保に供している資産 建 物 96,440千円

土 地 1,226,872千円
計 1,323,312千円

（上記に対応する債務）
短 期 借 入 金 948,500千円
長 期 借 入 金 727,500千円

計 1,676,000千円
（4）事業用土地の再評価

「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価
に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づき、
2000年３月31日に事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に、再評価
に係る繰延税金負債を負債の部に計上しております。
（再評価の方法）
「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１
項に定める算定方法により路線価又は固定資産税評価額に基づいて算出しております。

なお、同法律第10条に定める再評価を行った土地の当期末における時価評価額
（1,805,618千円）と再評価後の帳簿価額（1,412,637千円）との差額は392,981千円であ
ります。

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高 営 業 収 益 163,302千円

営 業 費 用 1,327,494千円
営業取引以外の取引高 51,768千円
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５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数 普 通 株 式 744,494株

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な内訳

繰延税金資産
投資有価証券評価損 6,161千円
貸倒引当金 1,186千円
未払事業税 12,508千円
賞与引当金 100,127千円
未払法定福利費 14,442千円
退職給付引当金 251,560千円
長期未払金 21,761千円
子会社株式評価損 41,329千円
関係会社出資金評価損 33,474千円
ゴルフ会員権評価損 9,638千円
その他 28,847千円

繰延税金資産 小計 521,038千円
評価性引当額 △128,009千円

繰延税金資産 合計 393,029千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △311,202千円
その他 △578千円

繰延税金負債 合計 △311,780千円
繰延税金資産の純額 81,248千円
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７．関連当事者との取引に関する注記
子 会 社

（単位：千円）

会 社 名
議決権等の
所 有
(被 所 有)
割 合

関係内容
取引の内容 取引金額 科 目 期末残高役員の

兼任等
事業上
の関係

EverGlory
Logistics
Pte.Ltd.

直接80.0％ 兼任2名 グループ間融資 資金の貸付
(注)1 ― 関係会社

短期貸付金 974,550

― ― 関係会社
長期貸付金 570,306

資金の回収
(注)1 106,547 ― ―

利息の受取
(注)1 50,054 ― ―

（注）1.資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。なお、担保の受入はございません。

８．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表と同一であります。

９．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,095円49銭
１株当たり当期純利益 86円31銭

10．企業結合に関する注記
重要性に乏しいため、注記を省略しております。
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（連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書）
独立監査人の監査報告書

2026年５月20日
大 東 港 運 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中
清陽監査法人

東京都港区
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 市 俊 也
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 尾 仁

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、大東港運株式会社の2025年４月１日から

2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、大東港運株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産
及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査
に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作

成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び
運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書

類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算
書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連
結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、
並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の
監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するた
めの対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。
以 上
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（会計監査人の監査報告書）
独立監査人の監査報告書

2026年５月20日
大 東 港 運 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

清陽監査法人
東京都港区
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 市 俊 也
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 尾 仁

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、大東港運株式会社の2025年４月１日

から2026年３月31日までの第77期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適
用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作

成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び
運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算
書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並び
に計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するた
めの対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以 上
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（監査等委員会の監査報告書）
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第77期事業年度における取締役の
職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下の通り報告いたします。
１．監査の方法及びその内容
（1）監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議

の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使
用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意
見表明するとともに、下記方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要
な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応
じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状
況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報
の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は
認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人清陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人清陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月20日
大東港運株式会社 監査等委員会
監査等委員 日 下 部 正 ㊞
監査等委員 鎌 田 栄 次 郎 ㊞
監査等委員 松 田 竜 太 ㊞

（注）監査等委員鎌田栄次郎及び松田竜太は会社法第2条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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2026年６月25日（木曜日）午前10時


